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「安全衛生推進者能力向上教育」開催のご案内 

 

 

労働安全衛生法では、常時使用する労働者が１０名以上４９名以下の事業場におい

ては、安全衛生推進者を選任し、労働災害防止のための業務を行なわせなければなら

ないことになっています。 

この講習は、安全衛生推進者等安全衛生に係る業務に従事する者に対し、その業務

に関する能力の向上を図ることを目的に、労働衛生コンサルタント等の協力のもと、

標記講習を下記により開催しますので、万障お繰り合わせのうえ、ご参加いただきた

くご案内いたします。 

 

 

記 

 

１．日   時  令和２年１０月２７日（火）９時００分～１７時００分（予定） 

２．場   所  静岡県トラック協会 研修センター 

          （静岡市葵区北２０９２－２） 

３．受講対象者  安全衛生推進者または安全衛生担当者 

４．講   師  陸災防安全管理士 

５．内   容  別紙のとおり 

６．受 講 料  １０，０００円（消費税・テキスト代・昼食代含む） 

         ただし、未会員事業場については、１３，０００円です。 

（※ 当日受付時に徴収します。） 

７．定   員  ５０名 （※定員に達し次第締め切ります。） 

８．申込方法等  別紙申込書（兼受講票）により、１０月１９日（月）までに陸運 

労災防止協会静岡県支部あてＦＡＸ願います。 

受理した方には、受付印を押印してＦＡＸにて返信します。 

９．そ の 他  講習修了者には、「修了証」を交付します。 

以上 

 

※ この教育は、安全衛生推進者を養成する教育ではありません。 


